
 

 

赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

   令和８年５月１日 

                         赤穂市長  牟  禮  正  稔     

 

赤穂市訓令甲第４６号 

 

赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

 赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱（平成２９年赤穂市訓令甲第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第４号ア中「一般財団法人日本建築防災協会」の次に「（以下「建防協」という。）」を加

え、「木造住宅の耐震診断と補強方法」（２００４年改訂版又は２０１２年改訂版）による」を「木

造住宅の耐震診断と補強方法（２００４年改訂以後のものに限る。）」に定める」に改め、「精密診

断法」の次に「による耐震診断」を加え、同号イ中「一般財団法人日本建築防災協会」を「建防

協」に、「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」（１９９６年版又は２０１１年版）による」を「耐

震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」に定める」に

改め、同号ウ中「一般財団法人日本建築防災協会」を「建防協」に、「既存鉄筋コンクリート造建

築物の耐震診断基準」（２００１年版又は２０１７年改訂版）」を「既存鉄筋コンクリート造建築

物の耐震診断基準同解説（２００１年改訂以後のものに限る。）」」に改め、同号エ中「一般財団法

人日本建築防災協会」を「建防協」に、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 

（２００９年版）」を「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説    

（２００９年改訂版）」」に改め、同条第７号中「耐震判定委員会」の次に、「（既存建築物耐震診

断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する

評価、判定等行う委員会をいう。）」を加え、「評価・判定等」を「評価、判定等」に改め、同条第

１０号イ中「シェルター等」を「シェルター」に改め、同条第１２号中「適合する住宅を」の次

に「原則として、同一敷地内で」を加える。 

 第１４条第１項各号中「とき」を「とき。」に改める。 

 別表第二の１の項中「（一財）日本建築防災協会」を「建防協」に改める。 

別表第五を次のように改める。 

別表第五（第３条関係） 

 １ 住宅耐震改修計画策定費補助 

補助事業の

対象経費 

補助事業の対象となる住宅（次欄に定める住宅をいう。）の耐震診断及び耐

震改修計画策定に要する経費。ただし、共同住宅においては、居住の用に供す

る部分に係る経費に限る。 

補助事業の 市内に所在する昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅（店舗等の用途



 

 

対象者 を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満の

ものに限る。）を含む。）のうち、安全性が低いと診断されたものを所有する

者又はその者が高齢者の場合は、その者の２親等以内の親族 

補助率 ３分の２ 

補助金の額 戸建住宅 補助事業の対象経費に補助率を乗じて得た額又は２０万円のいず

れか低い額（千円未満の端数切捨て）。ただし、耐震診断の結果、地

震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、 

３万３，０００円を限度とする。 

共同住宅 補助事業の対象経費に補助率を乗じて得た額又は１２万円に補助

事業の対象者が所有する住宅の戸数を乗じて得た額のいずれか低い

額（千円未満の端数切捨て）。ただし、耐震診断の結果、地震に対し

て安全な構造であることが確認できた場合にあっては、１戸当たり

４万円を限度とする。 

その他の事

項 

⑴ 策定される耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっている、又は

耐震診断の結果により、地震に対して安全な構造であることを確認できるこ

と。 

⑵ 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象者

が所有する戸数とする。 

 ２ 住宅耐震改修工事費補助 

補助事業の

対象経費 

補助事業の対象となる住宅（次欄の第１号に定める住宅をいう。）の耐震改

修工事に要する経費。ただし、戸建住宅においては総額５０万円以上のものに

限り、共同住宅においては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。 

補助事業の

対象者 

次の各号に掲げる要件をいずれも満たす兵庫県民（個人）又はその者が高齢

者の場合は、その者の２親等以内の親族 

⑴ 市内に所在する昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅（店舗等の用

途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未

満のものに限る。）を含む。）のうち、安全性が低いと診断されたもの（当

該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」若しくは「わが家の耐震改

修促進事業」（「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補

助」、「屋根軽量化工事費補助（改修前の上部構造評点が０．７未満の場合

に限る。）」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」

又は「住宅耐震改修工事費補助（居室耐震型改修工事）」を除く。）の補助

金を受けたものを除く。）を所有する者 

⑵ 所有者の所得が１，２００万円（給与収入のみの者にあっては、給与収入



 

 

が１，３９５万円）以下の者 

補助率 ５分の４ 

補助金の額 戸建住宅 補助事業の対象経費に補助率を乗じて得た額又は１１５万円のい

ずれか低い額（千円未満の端数切捨て）。ただし、当該事業又は「ひ

ょうご住まいの耐震化促進事業」若しくは「わが家の耐震改修促進

事業」における「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根軽量化工事費補

助（改修前の上部構造評点が０．７未満の場合に限る。）」、「簡易

な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」若しくは「住宅

耐震改修工事費補助（居室耐震型改修工事）」の補助金を過去に受

けた住宅にあっては、当該補助金の額を控除する。 

共同住宅 補助事業の対象経費に補助率を乗じて得た額又は４５万円に補助

事業の対象者が所有する住宅の戸数を乗じて得た額のいずれか低い

額（千円未満の端数切捨て） 

その他の事

項 

⑴ 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となっていること。 

⑵ 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象者

が所有する戸数とする。 

⑶ 補助事業の対象となる耐震改修工事は、次のいずれかの事業者との契約に

よる工事であること。ただし、共同住宅の場合はアの事業者に限る。 

ア 住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業

者 

イ 事業者グループで、実績の公表に同意している事業者 

 ３ 簡易耐震改修工事費補助 

補助事業の

対象経費 

補助事業の対象となる住宅（次欄の第１号に定める住宅をいう。）の耐震診

断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する経費（総額  ５０万円以上

のものに限る。）。ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」の補助金を過去

に受けた住宅にあっては、耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費を除

く。 

補助事業の

対象者 

次の各号に掲げる要件をいずれも満たす兵庫県民（個人）又はその者が高齢

者の場合は、その者の２親等以内の親族 

⑴ 市内に所在する昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建住宅（店舗等

の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の

１未満のものに限る。）を含む。）のうち、次のいずれかに該当する住宅（当

該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」（「住宅耐震改修計画策定

費補助」を除く。）の補助金を受けたものを除く。）を所有する者 



 

 

ア 耐震診断の結果、上部構造評点が０．７未満又はIs０．３未満のもの 

イ 平成１２年度から平成１４年度までに実施した「わが家の耐震診断推進

事業」で診断の結果、上部構造評点が０.７未満のもの 

ウ 平成１７年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、

上部構造評点が０.７未満のもの 

⑵ 所有者の所得が１,２００万円（給与収入のみの者にあっては、給与収入が

１,３９５万円）以下の者 

補助率 ５分の４ 

補助金の額 補助事業の対象経費に補助率を乗じて得た額又は６０万円のいずれか低い

額（千円未満の端数切捨て）。ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が 

０．７以上又はIs値が０．３以上であることが確認できた場合にあっては、 

３万３，０００円とする。 

その他の事

項 

⑴ 耐震改修の結果、上部構造評点が０．７以上若しくはIs値が０．３以上と

なっていること又は耐震診断の結果、上部構造評点が０．７以上若しくはIs

値が０．３以上であることが確認できること。 

⑵ 補助事業の対象となる工事は、次のいずれかの事業者との契約による工事

であること。 

ア 住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業

者 

イ 事業者グループで、実績の公表に同意している事業者 

４ 屋根軽量化工事費補助 

補助事業の

対象経費 

補助事業の対象となる住宅（次欄の第１号に定める住宅をいう。）の同号の

表中の屋根の仕様に示す改修工事及びそれに併せて実施する耐震改修工事に

要する経費（総額５０万円以上のものに限る。） 

補助事業の

対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の各号に掲げる要件をいずれも満たす兵庫県民（個人）又はその者が高齢

者の場合は、その者の２親等以内の親族 

⑴ 市内に所在する昭和５６年５月３１日以前に着工された木造戸建住宅（店

舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の 

２分の１未満のものに限る。）を含む。）のうち、次のいずれかに該当する

住宅（当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」（「住宅耐震改修

計画策定費補助」を除く。）の補助金を受けたものを除く。）を所有する者 

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもののうち、下表の区分に

応じた上部構造評点以上１．０未満のもの 

イ 平成１２年度から平成１４年度までに実施した「わが家の耐震診断推進



 

 

 

 

 

 

 

  

事業」で診断の結果、下表の区分に応じた上部構造評点以上１．０未満の

もの 

ウ 平成１７年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、

下表の区分に応じた上部構造評点以上１．０未満のもの 

 屋根の仕様 上部構造評点 

改修前 改修後 

非常に重い屋根 軽い屋根 ０．４ 

重い屋根 軽い屋根 ０．５ 

非常に重い屋根 重い屋根 ０．５ 

⑵ 所有者の所得が１，２００万円（給与収入のみの者にあっては、給与収入

が１，３９５万円）以下の者 

補助率 定額 

補助金の額 補助事業の対象経費又は６０万円のいずれか低い額（千円未満の端数切捨

て） 

その他の事

項 

補助事業の対象となる工事は、次の各号のいずれかの事業者との契約による

工事であること。 

⑴ 住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業 

者 

⑵ 事業者グループで、実績の公表に同意している事業者 

 ５ シェルター型工事費補助 

補助事業の

対象経費 

補助事業の対象となる住宅（次欄の第１号に定める住宅をいう。）における

シェルター型工事に要する経費（総額５０万円以上のものに限る。） 

補助事業の

対象者 

次の各号に掲げる要件をいずれも満たす兵庫県民（個人）又はその者が高齢

者の場合は、その者の２親等以内の親族 

⑴ 市内に所在する昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建住宅（店舗等

の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の

１未満のものに限る。）を含む。）のうち、安全性が低いと診断されたもの

（当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」（「住宅耐震改修計画

策定費補助」を除く。）の補助金を受けたものを除く。）を所有する者 

⑵ 所有者の所得が１，２００万円（給与収入のみの者にあっては、給与収入

が１，３９５万円）以下の者 

補助率 定額 

補助金の額 補助事業の対象経費又は６０万円のいずれか低い額（千円未満の端数切捨

て） 



 

 

 ６ 建替工事費補助 

補助事業の

対象経費 

補助事業の対象者が、第１号に該当する住宅の敷地内において当該住宅を除

却し、第２号に定める住宅に建て替える工事に要する経費（総額１１５万円以

上のものに限る。）。ただし、当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事

業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根軽量化工事費補助（改修前の

上部構造評点が０．７未満の場合に限る。）」、「簡易な耐震改修定額助成」、

「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助（居室耐震型改修

工事）」の補助金を過去に受けた住宅については、当該補助金の額を控除する

ものとする。 

⑴ 除却する住宅 次に掲げる要件を全て満たす住宅 

ア 市内に所在する昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建住宅（店舗

等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の 

２分の１未満のものに限る。）を含む。） 

イ 所有者又はその所有者に準ずると認める者が自己の居住の用に供する

もの 

ウ 安全性が低いと診断されたもの 

⑵ 建て替える住宅 次に掲げる要件を全て満たす住宅 

ア 所有者が自己の居住の用に供するもの 

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業

省、国土交通省令第１号）第１条第１項第２号に規定する建築物エネルギ

ー消費性能基準に適合するもの。ただし、令和３年度末までに設計に着手

している場合は、この限りでない。 

ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域内

にないもの。ただし、令和３年度末までに設計に着手している場合は、こ

の限りでない。 

補助事業の

対象者 

次の各号に掲げる要件をいずれも満たす兵庫県民（個人）又はその者が高齢

者の場合は、その者の２親等以内の親族 

⑴ 除却する住宅（当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」   

（「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根

軽量化工事費補助（改修前の上部構造評点が０．７未満の場合に限る。）」、   

「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震

改修工事費補助（居室耐震型改修工事）」を除く。）の補助金を受けたもの

を除く。）の所有者又はその所有者に準ずると認める者 

⑵ 新たに建築する住宅の所有者 



 

 

⑶ 所得が１，２００万円（給与収入のみの者にあっては、給与収入が 

１，３９５万円）以下の者 

補助率 定額 

補助金の額 １１５万円 

 ７ 防災ベッド等設置費補助 

補助事業の

対象経費 

補助事業の対象者が実施する防災ベッド等の設置に要する経費（総額１０万

円以上のものに限る。） 

補助事業の

対象者 

次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者又はその者が高齢者の場合は、そ

の者の２親等以内の親族 

⑴ 市内に所在する昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建住宅（店舗等

の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の

１未満のものに限る。）を含む。）のうち、安全性が低いと診断されたもの

（当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」（「住宅耐震改修計画

策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、

「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助（居室耐震型改

修工事）」を除く。）の補助金を受けたものを除く。）の居住者 

⑵ 居住者の所得が１，２００万円（給与収入のみの者にあっては、給与収入

が１，３９５万円）以下の者 

補助率 定額 

補助金の額 １０万円 

様式第１号、様式第３号、様式第４号及び様式第７号中「・シェルター型工事費補助」を    

「・シェルター型工事費補助  ・建替工事費補助  ・防災ベッド等設置費補助」に改める。 

 

   付 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 


